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令和８年 志布志市教育委員会第１回定例会 議事録 

   

１ 開 催 日 時  令和８年１月28日（水） 

          開会 午前９時27分  閉会 午前11時19分 

 

２ 場   所  志布志市役所 本庁５階 第２委員会室 

 

３ 出 席 者  教育長 福田 裕生 

          委 員 松原 治美     委 員 島津 陽亮 

          委 員 津町千代子     委 員 益田 裕子 

 

４ 出席した職員  教育総務課長 児玉 雅史  学校教育課長 淀  修司 

          生涯学習課長 河野 尚仁  文化財管理グループリーダー 小村 美義 

          図書館グループリーダー  田之口俊博  学校給食センターグループリーダー 本田 博文 

          総務施設グループリーダー 橋本 淳二 

 

５ 欠 席 委 員  なし 

 

６ 会順及び結果 

 ⑴ 開 会 

 ⑵ 前回議事録の承認 

   令和７年教育委員会第12回定例会議事録【承認】 

 ⑶ 教育長の報告 

   報告第１号 専決の報告について（就学すべき学校の指定） 

   報告第２号 専決の報告について（一般社団法人全国図書教材協議会九州ブロ

ック研修会の後援） 

   報告第３号 専決の報告について（海の環境学習会とアマモの苗付けの後援） 

   報告第４号 専決の報告について（志の言の葉～大切な人に伝えたい私の思い

～作文・スピーチコンテストの共催） 

   報告第５号 臨時代理の報告について（令和７年度志布志市一般会計補正予算

（第11号）に関する意見の申出について） 

 ⑷ 議 事 

   議案第１号 志布志市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について

【可決】 

 ⑸ 委員から提出された動議の討論等【なし】 
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 ⑹ 報告及び協議 

  ア いじめ・不登校について 

  イ 志の姿・ホットな話題について 

  ウ 志布志市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画（案）

について 

 ⑺ その他（連絡・報告） 

 ⑻ 閉 会 
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◇ 議 事 の 要 旨 

１ 開 会（午前９時27分） 

 教 育 長  ＜挨拶＞ 

  ただ今から、令和８年教育委員会第１回定例会を開会いたします。 

  全員出席であります。これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事とその順序は、お手元に配布してあります会順に基づき進めてまいり

ますので、御了承ください。 

 

２ 前回議事録の承認（午前９時27分） 

 教 育 長 

  まず、令和７年教育委員会第12回定例会議事録の承認でございます。事務局の方

で委員の方々に回覧いただいたと思います。議事録に御異議ございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  御異議なければ承認といたしますので、議事録の署名をお願いいたします。 

 ＜令和７年教育委員会第12回定例会の議事録は、委員全員の承認により署名＞ 

 

３ 会議の公開等（午前９時29分） 

 教 育 長 

  次に、会議の公開等について、お諮りいたします。 

  報告第１号と会順６報告及び協議の⑴は、個人情報を扱う案件でありますので、

これを非公開としたいと思います。また、公開用資料の調製については、教育長に

一任をお願いします。御異議ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  異議なしと認めます。 

 

４ 教育長の報告（午前９時29分） 

 教 育 長 

  次に、教育長の報告でございます。本日の報告は５件です。 

  それでは、「報告第１号 専決の報告について（就学すべき学校の指定）」、事

務局の報告を求めます。 

 教育総務課長 
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  ＜資料に基づき説明：転居に関する理由等で変更する児童の保護者から申請があ

り、許可した案件30件を報告＞ 

【 ～ 本 報 告 は 非 公 開 ～ 】 

 教 育 長 

  次に、「報告第２号 専決の報告について（一般社団法人全国図書教材協議会九

州ブロック研修会の後援）」、事務局の報告を求めます。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

  次に、「報告第３号 専決の報告について（海の環境学習会とアマモの苗付けの

後援）」、事務局の報告を求めます。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

  次に、「報告第４号 専決の報告について（志の言の葉～大切な人に伝えたい私

の思い～作文・スピーチコンテストの共催）」、事務局の報告を求めます。 

 生涯学習課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 津 町 委 員 

  事業の認知度は高くなっていると思いますが、これまでチラシの作成などされて

いるのでしょうか。 

 生涯学習課長 
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  みなとロータリークラブとの共催事業となっていますので、共同で作成し、市内

各所に掲示したいと考えています。 

 益 田 委 員 

  配布していただいた志の言の葉を読ませていただきました。地域の方々に対する

感謝の言葉が多く掲載されていましたので、その方々に是非聞いていただきたいと

思います。 

 生涯学習課長 

  チラシについても全戸配布を予定していますので、より多くの市民の方々に参加

していただけるような取組をしていきたいと思います。 

 教 育 長 

  志の言の葉は、今回で第５集になりました。そこに掲載された子供たちの発表の

場として、昨年度からこの事業を実施しています。非常に有意義な事業だと思って

いますので、より多くの方々に呼び掛けていただき、舞台での子供たちのスピーチ

を聞いていただきたいと思います。 

  他にございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  それでは、次に、「報告第５号 臨時代理の報告について（令和７年度志布志市

一般会計補正予算（第11号）に関する意見の申出について）」、事務局の報告を求

めます。 

 教育総務課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

 

５ 議事（午前９時42分） 

 教 育 長 

  それでは、次に議事に入ります。 

  「議案第１号 志布志市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について」

を議題といたします。 
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  詳細につきましては、事務局に説明させます。 

 教育総務課長 

  ＜資料に基づき説明：志布志市立学校条例（平成18年志布志市条例第157号）の

一部改正による義務教育学校を新設する等の措置が講じられたため、当該措置に

関する規定を改めるとともに、今後の教育課程編成の改善及び実施について（令

和７年９月10日付け鹿教義第242号、鹿教教第301号鹿児島県教育委員会教育長通

知）に鑑み、年度始めにおいて、学校経営方針の共通認識及び十分な児童生徒の

理解を図るため、年度初めの始業日を見直す必要がある件を説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  なければ、これで質疑を終わります。 

 教 育 長 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

 教 育 委 員  

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  討論なしと認めます。これで討論を終結します。 

 教 育 長 

  これから採決します。採決の方法につきましては、志布志市教育委員会の行政組

織等に関する規則第12条第２項で順次各委員の賛否の意見を求めて行うものと規定

されております。 

  お諮りします。「議案第１号」は、原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

 教 育 委 員 

  異議なしの声あり。 

 教 育 長 

  異議なしと認め、「議案第１号」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

６ 委員から提出された動議の討論等（午前９時46分） 

 教 育 長 

  次に、委員からの「動議の討論等」はございませんか。 

 教 育 委 員 
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  ありませんの声あり。 

 

７ 報告及び協議（午前９時46分） 

 ⑴ いじめ・不登校について 

 教 育 長 

  それでは、次に報告及び協議に入ります。まず、「いじめ・不登校について」、

88ページまで事務局の説明をお願いします。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

【 ～ 本 報 告 は 非 公 開 ～ 】 

 ⑵ 志の姿・ホットな話題について 

 教 育 長 

  それでは、次に「志の姿・ホットな話題について」事務局の説明をお願いします。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  何か質問等ありませんか。 

 益 田 委 員 

  毎年、高校でスクールカウンセラーをしている先生から年賀状が届きます。その

年賀状に「志布志市の不登校対策は、とても先進的ですね。」と書かれてました。

いろんなところで、いろいろな方が関心を持って本市の取組を見ていただいている

と思いました。新年を迎え、今年も皆さんと一緒にいろいろなことに取り組んでい

きたいと思ったところです。 

 教 育 長 

  ホッとする話をありがとうございます。私の方からも１つホッとする話をさせて

いただきます。先週東京に出張しました。包括連携協定を締結しているユニ・チャ

ームとは、紙おむつリサイクル紙粘土「リサイクレイ」の継続的な協議を行ってい

ますので、この一年のお礼と次年度の取組について、協議をしてきました。その際、

取締役の方が「次の授業は、是非自分がしたい。」とおっしゃられました。その部

下の方も帰り際に「ぜひ実現させてください。取締役は本気です。」と言っておら

れました。ありがたいお言葉をいただいたので、是非実現させたいと思ったところ

です。リサイクレイについては、市内の学校においても、使用する機会が増えてき

ていますので、次は、是非、幼稚園や保育園でも手に取って触っていただいて、更

にこのリサイクル活動が本市から促進されるような状況になれば良いと思いますの
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で、よろしくお願いします。 

  他にございませんか。 

 教 育 委 員  

  ありませんの声あり。 

 ⑶ 志布志市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画（案）に

ついて 

 教 育 長 

  それでは、次に「志布志市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実

施計画（案）について」事務局の説明をお願いします。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  国が指針を示して、それに基づいて、市町村でこの計画を策定することとなって

います。本市としても策定に向けて調整を図っているところです。なお、内容につ

いては、まだ原案の段階ですので、更に精査して、４月からの運用に向けて取り組

みたいと思います。 

  委員の方々には、内容を読んでいただいて、御意見をいただければと思います。 

 

８ その他（連絡・報告）（午前10時50分） 

 教 育 長 

  それでは、次の「その他」の連絡・報告に入ります。 

  「行事報告」について、委員の方々から何かお聞きになりたいことはございませ

んか。また、事務局から報告しておきたいことがあればお願いします。 

 生涯学習課長 

  １月25日、日曜日に青少年音楽祭を開催しました。市内の音楽団体、松山中、志

布志中、宇都中、そして、志布志高校、尚志館高校が参加しました。例年は志布志

小学校も参加しますが、今回、今まで指導されていた先生が異動され、その後、入

れ替わりも激しく、演奏をお披露目できる形になってないということで今回の参加

は見送られたところですが、来年は参加していただければと思います。各中学校の

顧問の先生方が非常に指導力のある方々で、今まで私も５年間見てきましたが、一

番出来が良かったような気がしています。益田委員にも実行委員長として参加して

いただき、非常に感動されていました。特に、最後の全体演奏では、全ての学校が

一堂に舞台上で全体で演奏する演目がありましたが、音も全然違って、お腹に響く

ような演奏で、来場した皆さんも感動されていたようでした。津町委員も来場して

いただき、ありがとうございました。 
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 教 育 長 

  私は所用があって行くことができませんでしたが、益田委員から終了後に感動感

激のメールをいただきました。ありがとうございました。 

  他にございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  「行事予定」について、委員の方々から何かお聞きになりたいことはございませ

んか。 

 総務施設ＧＬ 

  ３月の行事予定について、２点調整をお願いします。まず、１点目が３月８日、

日曜日に臨時教育委員会を開催します。案件については例年のとおり、人事案件で

す。時間は９時から、場所は第２委員会室ですので、よろしくお願いします。次に

２点目は、３月の定例教育委員会の開催については、３月25日水曜日に予定してい

ましたが、市議会３月定例会の最終本会議と重複しましたので、前日の24日火曜日

の13時30分からに変更します。同日は午前が小学校卒業式、午後に定例教育委員会

を開催しますので、スケジュールの調整をよろしくお願いします。 

 教育総務課長 

  後日、日程調整をお願いしますが、先ほど学校教育課長から説明のあった「志布

志市立学校の教職員に関する業務量管理、健康確保措置実施計画（案）」について

は、今回、予備説明させていただいたところです。関係法令におきまして、当該計

画の策定に当たっては、総合教育会議で協議し、その後、３月定例教育員会で議決

することとなります。総合教育会議の開催に関しましては、後日調整させていただ

きますので、御協力方よろしくお願いします。 

 教 育 長 

  他にございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  それでは、次に各グループからの報告を学校給食センターグループリーダーから

お願いします。 

 文化財管理ＧＬ 

  ＜第15回志布志のひな人形展・歴史的建造物活用推進事業の進捗について＞ 

 図 書 館 Ｇ Ｌ 

  ＜図書館まつり・図書館シネマについて＞ 
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 学校給食センターＧＬ 

  ＜ＴＡＭＯＲＲＯＷプロジェクトについて＞ 

 教 育 長 

  松山分室と有明分室からの報告が104ページに記載されていますので、御確認く

ださい。 

  先日、開催された鹿児島女子駅伝の曽於チームの監督は、有明分室の鈴木サブリ

ーダーです。選手層がかなり厳しくなってきた中で、これまでの練習も含め当日の

選手の起用の仕方、運営等本当によくやってくださったと思います。私も会場に出

向きましたが、結果としては、昨年度よりも順位を落とすという残念な結果ではあ

りました。中学生・高校生でチーム編成しておりますので、次へ繋がる良い経験に

なったのではないかと思います。 

  その他、何かございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  それでは、松原委員におかれましては、今回が最後の定例教育委員会になりまし

たので、一言よろしくお願いします。 

 松 原 委 員  

  定例教育委員会で話す機会は今日が最後ですので、提案といいますか、こんな考

え方をしたらどうだろうかということを話しさせていただきたいと思います。年末

に学校の通用門の近くを通ったところ、通用門の横にのぼり旗が立っていました。

そこは先生方も通勤時・退勤時に車で通る場所です。のぼり旗は目立つところに立

っていると思いますが、のぼり旗が４、５本あって、破れて下半分がなくなってい

る旗や傾いている旗がありました。そこを行きも帰りも先生方は通りますので、見

えているけど見ていないということです。 

  私は平成26年に教育教育委員会の運営に係る法改正があった際、教育委員会とは

何かと問われたような気がして、自分は責任を果たしてるんだろうかと思いまし

た。それから、教育委員会行事の他に、個人的に学校を訪問しようということで、

２年間で全21校を回ったことがあります。そうするといろいろなことに気付くよう

になりました。 

  例えば、休みの日にヘルメットを着用していない生徒が自転車を運転していたと

したら、ここでどう行動するのかということです。私は、携帯電話に全ての学校を

登録していますので、後日、校長や教頭に日曜日に学校の近くでヘルメットを着用

していない生徒がいたという電話をします。のぼり旗についても、年に２、３回は

学校に電話します。それは、私自身が常にそういう気持ちでいるから見えると思っ
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ています。 

  別の例で言えば、松山支所から医師会立病院の方に行くと、左側に消防団詰め所

があります。30年くらい前にその交差点で、松山小の５年生の男の子が交通事故で

亡くなった事故がありました。みんなが悲しい思いをしたと思いますが、今は風化

されています。県道沿いなど場所によっては、小さいお地蔵さんがいたり、花が添

えてあるのを見かけます。そうした方が良いということではなくて、せめて小学校

の中では、そういう認識を持っていて欲しいし、特にそこを通る際には気を付けて

欲しいと思います。 

  ここに教育委員会の関係者が15人くらいいます。また、それぞれの課で学校に出

入りする職員は４、５０人いると思います。その４、５０人で学校を見守ってあげ

ようという考え方を持つと、もっと学校にきめ細やかな目配りや気配りができるの

ではないかと思うところです。 

  カーブのところにガードレールがあって、草が覆いかぶさって中学生がそこを遠

回りして通学していて、校長先生にどうにかなりませんかという話をしたら、「そ

うなんですよ、私もそう思ってるんですよ。」と言われました。そう思っているの

であれば、何で行動しないのかということです。今は学校運営委員会の中でいろい

ろな話をすると、その地域の方でいろいろなつながりのある方がいらっしゃると思

います。そういった方々に、どうしたら良いか、どうにかなりませんかといった相

談をすれば、地域の方々が何人かで交通整理しながらビーバーで草払いしようかな

ど、いろいろな発想が出てくるはずです。「そう思っていました。」では通らない

のが管理職ではないでしょうか。 

  何をどうしなくてはいけないということではなく、例えば、ヘルメットを着用し

ていない生徒を見かけたら、車を停めて注意する必要はなくて、ただ、学校に電話

１本すると、学校側が動いて、注意喚起するとか見直ししようかということになる

と思っています。 

  先ほど話しました、年末ののぼり旗の件についても、何年か前にも学校に電話し

たことがあったことからどうするのかと思って、気になっていましたが、破れたの

ぼり旗は正月明けには１本は撤去されていましたが、それ以外の旗はそのままにな

っていたので、さすがにみっともないのではと電話しました。見ていて見えていな

い、聞こえているのに聞いていないということだと思います。皆さんも学校に行く

ときは、是非その辺りを頭の片隅に置いていただければ、学校に行ったときに１回

でも自分自身に落とし込めば、次からはそのような目線で学校を見ることができる

のではないでしょうか。私の思いを落とし込んでもらえたら嬉しく思います。 

 教 育 長 

  ありがとうございます。全ての方々が、学校や子供に対する気付きの精度を上げ



- 12 - 

てほしいということと、気が付いたら、そのことに関してすぐ行動して、改善する

状況を作るためにも、すく行動する。そして、行動したら、「ありがとうございま

した。御指摘いただいた件をこんなふうに変えました。」という返信をすることが

大事だと思います。返しはありましたか。 

 松 原 委 員 

  返信があるのは半分くらいじゃないでしょうか。電話で名乗ることもあったり、

なかったりですが、この声を聞いたら教育委員会の松原というのは大体分かると思

います。松山地域だけではなく有明地域も志布志地域の学校にも結構行っていま

す。「御指摘いただいたところを直しました。ありがとうございました。」と言っ

てくる人もいれば、何も反応のないこともありますので、その際にはどうなったの

か確認に行くこともあります。そこで返しの電話を１本していただくとその人は学

校の応援団になっていただけると思います。 

 教 育 長 

  ありがとうございます。今の松原委員の話については、今度の校長研修会で共有

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

  他にございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  それでは、２月の定例教育委員会については、２月25日、水曜日午前９時30分か

ら、会場は５階の会議室です。よろしくお願いします。 

  以上で本日の会議を終了します。これにて散会します。ありがとうございました。 

 

９ 閉 会（午前11時19分） 

 


